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小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底につ 

いて（通知） 

 

このことについて、別添写しのとおり鹿児島県教育庁保健体育課長、高校教育課長、義務教

育課長から通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル（2020.12.3 Ver.5）等に基づき、各学校において感染予防対策が継続して

講じられているところですが、本市においても昨年末の感染者集団の発生や、直近の感染者及

び濃厚接触者の増加など、今後の感染拡大が懸念されるところです。 

ついては、学校・園における感染症対策の徹底について、下記のとおり職員、児童生徒等及

び保護者や地域に周知及び指導し、感染症対策に一層万全を期すようお願いします。 

 

記 

 

１ ３学期の開始に当たり、各学校・園における新しい生活様式の在り方について、全職員で

共通理解を図り、衛生管理体制及び指導体制の再確認を行う。 

また、三つの密が同時に重なる場面を回避し、マスクの適切な着用や換気の実施、こまめ

な手洗いの励行などの基本的な感染症対策を引き続き徹底するよう、児童生徒等への再指導

を行う。 

 

２ 児童生徒等の感染経路は家庭内感染が最も多い現状を踏まえ、各種の便りやホームページ、

一斉メール等を活用して積極的に情報を発信し、家庭や地域における感染症対策の徹底につ

いて注意喚起を促す。 

 

３ 部活動については、直近における周辺地域の感染状況を十分に勘案して実施の要否や活動

内容、時間、場所等について検討するとともに、活動する際は、衛生管理マニュアルや各競

技団体等が作成したガイドライン等を遵守する。 

 

４ 令和２年 12 月 18 日付け教学第 1225 号通知「学校における新型コロナウイルス感染症対

策の徹底及び学校における濃厚接触者・感染者への対応について」に基づき、児童生徒等や

職員がＰＣＲ検査を受診する場合や、濃厚接触者・感染者となった場合の対応等について全

職員による共通理解を一層図り、学校と家庭・関係機関との連絡体制について再度確認する。 

 

５ 感染者及び接触者等に関する憶測は厳に慎み、偏見・差別や誹謗・中傷等を生じさせない

よう、全職員最大限の配慮をするとともに、児童生徒等へ継続して指導を行う。 


